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シンポジウム

フ
ラ
ン
ス
側

主
報
告

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
外
国
人

ド
ミ
ニ
ク
・
プ
レ
イ
ヤ

村

睦

訳

中

男

外
国
人
の
人
権
は
、
あ
る
国
の
社
会
の
特
徴
を
最
も
良
く
示
す
も
の
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
も
こ
の

こ
と
を
確
認
で
き
る
。
外
国
人
の
人
権
に
関
し
二

O
年
来
非
常
に
頻
繁
に
生
じ
て
い
る
政
策
の
変
更
は
、

フ
ラ
ン
ス
が
経
験
し
て
い
る
経
済

的
・
社
会
的
危
機
の
結
果
を
明
ら
か
に
表
し
て
い
る
。

外
国
人
の
権
利
は
、
逆
説
と
矛
盾
の
な
か
に
現
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
外
国
人
の
権
利
に
対
す
る
よ
り
大
き
な
理
解
に
基
づ
く

公
式
の
演
説
の
背
後
に
、
制
限
的
で
あ
る
と
同
時
に
差
別
的
な
態
度
が
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。
た
と
え
一
定
の
権
利
が
拡
張
さ
れ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
特
定
の
範
曙
に
属
す
る
外
国
人
に
対
し
て
だ
け
で
あ
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
他
の
外
国
人
の
地
位
を
よ
り
困
難
に
す
る
こ
と
が

し
ば
し
ば
起
こ
る
の
で
あ
る
。
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「
か
な
り
緩
や
か
な
体
制
」
(
コ
リ
ア

1
ル

『
基
本
的
人
権
』
六
版
、

一
九
八
二
年
、
二
一
二
六
頁
)
に
服
し
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
寛
容
な
主

張
の
後
に
、

よ
り
保
護
に
厚
い
方
向
で
進
展
す
る
は
ず
だ
っ
た
外
国
人
の
権
利
は
、
常
に
厳
格
さ
を
帯
び
た
規
制
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
第
三
共
和
制
は
、
時
に
は
過
度
に
、
「
自
由
の
黄
金
時
代
」
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を

免
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
経
済
的
悶
難
や
不
祥
事
を
理
由
に
外
国
人
嫌
い
の
人
達
が
重
大
な
意
思
表
示
を
行
っ
た
時
に
、
法
律
は
よ
り
厳
し

一
九
三
二
年
八
月
一

O
日
法
な
ど
)
。
外
国
人
の
地
位
は
、

第
二
次
大
戦
直
後
そ
し
て
特
に
一
九
七
三
年
以
降
ず
っ
と
考
慮
の
対
象
に
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
論
議
の
公
然
あ
る
い
は
隠
れ
た
テ

1
マ

く
な
る
も
の
で
あ
る

(
外
国
人
労
働
者
に
関
す
る
一
八
九
三
年
八
月
九
日
法
、

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

外
国
人
の
権
利
は
今
日
数
多
く
、
多
様
な
法
規
定
に
取
り
固
ま
れ
て
お
り
、
外
国
人
の
入
国

位
(
第
二
章
)
を
検
討
す
る
前
に
、
外
国
人
の
権
利
の
法
源
の
一
覧
表
を
作
成
し
て
み
よ
う
。

(
第
一
章
)

お
よ
び
外
国
人
の
滞
在
中
の
地

序
章

外
国
人
の
権
利
の
法
源

フランスにおける外国人

外
国
人
の
権
利
は
、
国
内
法
、
欧
州
共
同
体
法
あ
る
い
は
国
際
法
に
依
拠
す
る
非
常
に
多
く
の
法
源
に
そ
の
源
が
あ
る
。

第

節

圏
内
法

(1) 

憲
法
上
の
法
源

北法46(6・249)1739 



シンポジウム

一
九
九
二
年
お
よ
ぴ
一
九
九
三
年
の
憲
法
改
正
ま
で
、
原
則
の
み
が
規
定
さ
れ
た
庇
護
を
受
け
る
権
利
を
除
い
て
、
外
国
人
に
関
す
る
憲

法
の
明
文
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

一
九
九
二
年
六
月
二
五
日
の
憲
法
的
法
律
九
二
1

五
五
四
号
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
憲
法
改
正
は
、

一
九
九
二
年
二
月
七
日
に
マ

l
ス
ト
リ

ヒ
ト
で
署
名
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
条
約
に
フ
ラ
ン
ス
憲
法
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
憲
法
院
は
、

一
九
九
二
年
四
月
九
日

の
九
二
|
三

O
八
号
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
の
幾
つ
か
の
規
定
が
憲
法
に
違
反
し
、
そ
し
て
批
准
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
憲
法
の
重

要
な
改
正
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
た
と
え
行
わ
れ
た
す
べ
て
の
修
正
が
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
正
確
に
関
わ
る
も
の

で
な
い
と
し
て
も
、
憲
法
に
付
加
さ
れ
た
八
八
条
の
一
か
ら
八
八
条
の
四
ま
で
は
、
憲
法
院
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
障
害
を
除
く
こ
と

を
可
能
に
し
た
。
八
八
条
の
一
は
、

一
般
的
性
格
の
規
定
で
あ
り
、

八
八
条
の
四
は
、
欧
州
共
同
体
の
立
法
案
に
対
す
る
議
会
の
よ
り
よ
い

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
可
能
に
す
る
も
の
で
、

八
八
条
の
二
お
よ
び
八
八
条
の
三
の
み
が
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
八
八
条
の
こ
は
、
単
一
通

貨
に
導
く
経
済
通
貨
同
盟
へ
の
フ
ラ
ン
ス
の
参
加
を
可
能
に
し
、
特
に
本
テ

l
マ
と
の
関
係
で
は
、
「
欧
州
共
同
体
構
成
田
の
国
境
通
過
に

関
す
る
諸
規
則
」
を
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
が
決
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

八
八
条
の
三
は
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
関
す
る
討
論
の
際
に
お
そ
ら
く
最
も
激
し
く
争
わ
れ
た
問
題
、
す
な
わ
ち
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連

合
構
成
田
国
民
の
市
町
村
選
挙
選
挙
権
お
よ
び
被
選
挙
権
の
問
題
を
解
決
し
た
。

憲
法
前
文
は
、

一
七
八
九
年
人
権
宣
言
お
よ
び
特
に
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
を
参
照
し
て
、
外
国
人
に
関
わ
っ
て
い
る
。

一
七
八
九
年
人
権
宣
言
は
特
に
外
国
人
を
対
象
に
し
て
い
な
い
が
、
法
律
の
形
成
に
参
与
す
る
権
利
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
権
利
が
国
民
に

一
九
四
六
年
憲
法
前
文
は
、
外
国
人
排

留
保
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
外
国
人
が
他
の
権
利
に
つ
い
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

除
が
そ
の
頂
点
に
達
し
て
い
る
と
き
に
、

一
つ
の
点
で
大
革
命
と
再
び
結
び
つ
い
た
。
そ
の
一
二

O
条
で
「
フ
ラ
ン
ス
人
民
は
自
由
の
た
め

に
祖
国
を
追
放
さ
れ
た
外
国
人
に
避
難
場
所
を
与
え
る
。

フ
ラ
ン
ス
人
民
は
圧
制
者
に
こ
れ
を
拒
否
す
る
」
と
規
定
し
た
一
七
九
三
年
六
月

北法46(6・250)1740



二
四
日
憲
法
の
大
げ
さ
な
表
現
形
式
を
と
る
こ
と
な
く
、

一
九
四
六
年
憲
法
前
文
は
、
「
自
由
の
た
め
の
活
動
を
理
由
に
迫
害
を
受
け
た
す

べ
て
の
者
は
、
共
和
国
の
領
土
に
お
い
て
庇
護
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
憲
法
院
一
九
九
三
年
八
月
二
二
日
判
決
は
、

シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
の
適
用
を
可
能
に
す
る
た
め
に
憲
法
改
正
を
義
務
づ
け
て
、
規
定
さ
れ
た
庇
護
を
受
け
る
権
利
の
原
則
に
す
べ
て
の
効
力

五
三
条
の
一
を
憲
法
に
挿
入
し
て
、
庇
護
を
受
け
る
権
利
の
範
囲

を
与
え
る
の
で
あ
る
。

一
九
九
三
年
一
一
月
二
五
日
の
憲
法
的
法
律
は
、

を
限
定
し
て
い
る
。立

法
上
の
法
源

。，“

一
九
五
八
年
憲
法
は
、
法
律
と
命
令
の
区
別
を
非
常
に
強
い
方
式
で
命
じ
、
特
に
憲
法
三
四
条
に
よ
っ
て
法
律
の
領
域
を
厳
格
に
限
定
し

て
、
本
当
の
法
的
革
命
を
行
っ
た
。
三
四
条
は
法
律
が
介
入
で
き
る
事
項
を
列
挙
し
て
お
り
、

そ
の
中
に
「
基
本
的
人
権
の
行
使
の
た
め
に

市
民
に
与
え
ら
れ
た
基
本
的
保
障
」
が
あ
る
。
三
四
条
は
市
民
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
確
か
に
外
国
人
は
三
四
条
に
関
わ
っ
て
い
な
い
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
憲
法
院
は
市
民
と
い
う
用
語
を
厳
格
な
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
た
。

他
方
、

一
七
八
九
年
人
権
宣
言
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
た
権
利
お
よ
び
自
由
に
関
す
る
幾
つ
か
の
規
定
に
つ
い
て
、
法
律
の
介
入
を
命
じ
て

フランスにおける外国人

い
る
の
が
こ
の
人
権
宣
言
で
あ
る
。

外
国
人
に
関
係
し
う
る
法
文
が
多
い
と
し
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
外
国
人
の
地
位
を
何
ら
か
の
形
で
構
成
す
る
基
本
的
法
文
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
外
国
人
の
入
国
お
よ
び
滞
在
の
条
件
に
関
す
る
一
九
四
五
年
一
一
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
四
五
|
二
六
五
八
号
で
あ

る
。
労
働
市
場
の
再
構
築
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
経
済
的
な
考
慮
を
も
っ
て
、

そ
こ
で
は
「
完
全
か
っ
一
貫
し
た
法
律
お
よ
び
命
令
の
総

体
」
(
ロ
シ
ャ
ツ
ク

『
外
国
人
、

一
六
四
頁
)
を
適
用
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
数
日
前
に
採
択
さ
れ
た
、

国
籍
法
典
た
る
一
九
四
五
年
一

O
月
一
九
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
考
慮
を
示
し
て
い
る
。

ど
の
よ
う
な
権
利
か
』

フ
ラ
ン
ス

一
九
七
三
年
ま
で
内
容
に
関
し
て

北法46(6・251)1741



シンポジウム

か
な
り
{
女
{
疋
し
て
い
た
こ
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、

そ
れ
以
後
絶
え
ず
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
か
な
り
定
期
的
に
取
り
消
さ
れ
る

通
達
、
あ
る
い
は
同
じ
状
況
に
お
か
れ
た
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
立
法
の
イ
ン
フ
レ
現
象
は
、

一
九
八

O
年
か
ら
加
速
さ
れ
、
政
権

交
代
が
、
多
数
派
の
変
更
ご
と
に
、
内
務
大
臣
あ
る
い
は
社
会
問
題
大
臣
の
名
前
で
知
ら
れ
る
改
正
を
生
み
出
し
(
ボ
ネ
法
、

ケ
ス
チ
オ
法
、

キ
レ
ス
法
な
ど
て
憲
法
院
裁
判
官
に
よ
っ
て
問
題
に
さ
れ
る
こ
と

が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
文
は
、
主
と
し
て
入
国
に
関
し
て
外
国
人
の
地
位
を
し
だ
い
に
厳
し
く
し
て
い
る
。
国
境
が
閉
ざ
さ
れ
、

デ
ュ
フ
ォ
ワ
法
、

マ
ル
シ
ャ
ン
法
、

パ
ス
ク
ワ
法
、
ジ
ョ
ッ
ク
ス
法
、

圏
外
追
放
を
可
能
に
す
る
規
定
が
追
放
を
容
易
に
す
る
た
め
に
強
化
さ
れ
た
。
国
境
の
閉
鎖
が
措
置
の
共
通
点
で
、
右
翼
は
安
全
と
公
の
秩

序
を
強
調
し
、
左
翼
は
統
合
を
容
易
に
す
る
よ
う
な
措
置
を
展
開
す
る
。
補
充
的
な
措
置
を
導
く
単
一
ヨ

l
ロ
y

パ
空
間
の
実
行
は
、
庇
護

を
受
け
る
権
利
に
影
響
を
与
え
る
。

他
の
法
源 (3)

の
地
位
も
否，.... 
疋
し
が
た
く

命
令
お
よ
び
通
達

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
へ
の
重
要
な
訴
訟
を
生
み
出
し
て
い
る
。
命
令
制
定
権
が
介
入
で
き
る
の
は

限
ら
れ
た
領
域
に
お
い
て
で
あ
り
、
命
令
は
法
律
の
範
囲
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

(
(
リ
開

-mw

な
三
-
H
2・
Hmw
匂
品
・
。
円
∞
、
H
4
2
〉
問
的

o
n
-
-
D
R「4

円
担
問
】
同
一

(U-P
〉
帥
印
ニ
∞
号
門
司
自

σ「巾
H

@
叶
∞
-
の
円
∞
、
H
，F
わ
句
。
、
『
巾
円
わ
の
円
同
州
巾
円
・
品
。

ω)
。

通
達
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
非
常
に
し
ば
し
ば
あ
り
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
通
達
を
通
し
て
行
政
権
が
現

行
法
を
修
正
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
、
通
達
が
訴
訟
で
争
わ
れ
る

し
か
し
、

(
ハ
リ
戸

]{ω
』
白
ロ
三
巾
「
]
戸
川
コ
印
・

0
即
∞
ニ
〈
mw

巾
円
。
明
，

u
↓-m巾
門
戸
。
)
。

一
九
七
五
年
以
来
、
特
に
一
九
八
九
年
以
来
、
国
際
法
規
の
地
位
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

第
二
節

国
際
法
お
よ
び
欧
州
共
同
体
法

北法46(6・252)1742



「
適
法
に
批
准
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ
た
条
約
も
し
く
は
協
定
」

の
優
越
性
を
規
定
し
た
憲
法
五
五
条
は
、
法
律
と
条
約
が
矛
盾
し
た
場

合
に
、

一
九
七
五
年
か
ら
破
致
院
が

(わ即日目・ハ
V
U
・
冨
ロ
g
-
N
h
p
g
g
H
A
W
叶
少
白
色
目
百
広
円
『
田
仲
F
O
ロ
仏
g
u
o
c
曲
目
巾
凹
わ
∞
。
g
b広
門
貯
の
即
応
日
』
国
nocmmw

〈仰向】『市)、

一
九
八
九
年
か
ら
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が

そ
し
て
、

(
門
戸
〉
印
印
・
4
N
0
0
円円。
σ『巾
H
m
w

∞少

Z
R
O
E
-
河内円・同市
W
C
)

(
同
じ
く
参
照
、

(
い
打
、

Z
'
Z
Uの
5
3ロ
i
R
E斗
町
一

(
v
p
N
H
O
円円。
σ『
巾
呂
∞
∞
・
〉
回
目
問
自
立
宮

Z
巳
5
5
Z
〈白
-
a
.
2
2・句。

2
2・
)
後
に
制
定
さ
れ
る
法
律
に

対
し
国
際
条
約
を
優
位
さ
せ
て
い
る
の
で
、
完
全
な
適
用
上
の
効
果
を
有
し
て
い
る
。

底
護
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
法
文
の
一
つ
は
、

一
九
六
七
年
一
月
二
二
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
議
定
書
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ

た
、
難
民
の
地
位
に
関
す
る
一
九
五
一
年
七
月
二
八
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
で
あ
る
。

一
般
的
な
法
文
の
う
ち
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
は
、

一
九
六
六
年
二
一
月
一
六
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
署
名
さ
れ
た
社
会
権
規
約
と
自
由
権
規

約
の
二
つ
の
国
際
人
権
規
約
に
加
盟
し
て
い
る
。
社
会
権
の
領
域
で
は
、

I
L
O
の
枠
内
の
幾
つ
か
の
条
約
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
最
も
保
護
に
厚
い
法
文
は
、
地
域
的
レ
ベ
ル
の
も
の
で
、
何
よ
り
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
お
よ
び
そ
の
追
加
議
定
書
、
特
に
第

四
と
第
七
議
定
書
で
あ
る
。
欧
州
審
議
会
の
枠
内
で
の
他
の
条
約
が
同
様
に
外
国
人
に
関
わ
る

(
一
九
六
一
年
一

O
月
一
八
日
の
ヨ

l
ロ
ッ

パ
社
会
憲
章
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
犯
罪
人
引
渡
し
条
約
な
ど
)
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
役
割
が
主
要
な
も
の
に
な
り
、
外
国
人
に
対
す
る
フ

フランスにおける外国人

ラ
ン
ス
圏
内
法
の
逸
脱
を
妨
げ
る
最
も
確
実
な
保
障
の
一
つ
に
実
際
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

欧
州
共
同
体
法
は
、

一
定
の
外
国
人
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
構
成
田
国
民
に
対
し
て
特
権
的
な
地
位
を
認
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

当
初
、
労
働
者
に
留
保
さ
れ
て
い
た
の
で
限
定
さ
れ
た
移
動
の
自
由
し
か
享
受
し
て
い
な
か
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
構
成
国
国
民
は
、
欧

州
共
同
体
裁
判
所
の
非
常
に
自
由
主
義
的
な
解
釈
、
な
ら
び
に
一
九
八
六
年
の
単
一
欧
州
議
定
書
お
よ
び
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
っ
て

必
要
に
な
っ
た
基
本
的
な
修
正
規
定
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
者
に
移
動
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
統
合
を
行
っ
て
お
り

(
F
条
二
項
お
よ
び

K
条
二
項
)
、
そ
の
著
し
い
権
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シンポジウム

利
保
護
的
性
格
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
中
で
、
す
べ
て
の
国
家
を
義
務
的
に
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
政
府
間
協
定
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
内
部

最
後
に
、

で
の
人
の
移
動
を
容
易
に
す
る
た
め
の
機
構
を
設
け
て
い
る
が
、
し
か
し
同
時
に
連
合
じ
た
い
の
国
境
の
通
過
を
よ
り
困
難
に
し
て
い
る
(
一

九
八
五
年
六
月
一
四
日
お
よ
び
一
九
九

O
年
六
月
一
九
日
の
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
、

以
上
の
種
々
の
法
源
が
今
日
、
外
国
人
の
入
国
条
件
(
第
一
章
)
な
ら
び
に
外
国
人
の
滞
在
条
件
(
第
二
章
)

一
九
九

O
年
六
月
一
五
日
の
ダ
ブ
リ
ン
条
約
)
。

を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ

る。

第
一
章

外
国
人
の
入
国

l

l
し
だ
い
に
縮
小
さ
れ
た
権
利

居
住
・
移
転
の
自
由
は
、

た
と
え
一
定
の
国
際
文
書
で
宣
言
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
今
日
諸
国
家
の
国
境
と
衝
突
す
る
。
圏
内
で
の
居

住
・
移
転
の
自
由
、
出
国
の
自
由
、
自
国
へ
の
帰
国
の
自
由
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
外
国
人
が
他
国
に
入
国
す
る
権
利
を
認
め
た

法
文
は
存
在
し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
原
則
は
フ
ラ
ン
ス
法
で
否
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
い
か
な
る
原
則
も
、
ま
た
い
か
な
る
規

範
も
、
国
の
領
土
に
入
国
し
、
滞
在
す
る
一
般
的
か
っ
絶
対
的
性
格
の
権
利
を
外
国
人
に
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
」
(
憲
法
院
一
九
九
三

年
八
月
一
一
一
一
日
判
決
)

と
い
う
の
で
あ
る
。

実
際
、
確
認
で
き
る
の
は
外
国
人
の
間
で
の
差
別
で
あ
り
、

一
定
の
外
国
人
に
入
国
が
権
利
で
あ
る
と
、
入
国
は
容
易
に
な
る
が
、
他
の

外
国
人
に
と
っ
て
入
国
は
よ
り
困
難
に
な
る
の
で
あ
る
。
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第
一
節

分
化
し
た
体
制

山
欧
州
共
同
体
構
成
田
国
民
の
特
権
的
地
位

そ
の
目
的
が
当
初
は
経
済
的
な
も
の
か
ら
、
す
べ
て
の
構
成
田
国
民
に
拡
が
っ
た
国
境
な
き
共
同
体
空
間
を
設
置
す
る
単
一
欧
州
議
定
書

の
目
的
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
構
成
国
民
の
入
国
は
最
大
限
簡
易
化
さ
れ
た
。

一
九
九
四
年
三
月
一
一
日
の
デ
ク
レ
は
、
彼
ら
が
「
身
分

証
明
書
と
期
限
の
有
効
な
旅
券
の
提
示
だ
け
で
」
入
国
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

九
九

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
構
成
田
国
民
の
ほ
か
に
、

二
年
の
ボ
ル
ト
条
約
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、

ス
イ
ス
を
除
く
欧
州
自
由
貿
易
連
合
加
盟
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
構
成
田
を
集
め
た
欧
州
経
済
領

域
の
構
成
国
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
の
自
由
な
移
動
の
原
則
は
、
欧
州
経
済
領
域
に
対
し
て
規
定
さ
れ
た
。

実
際
、

一
九
九
五
年
以
来
、
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
当
事
国
と
そ
の
他
の
固
と
の
聞
の
区
別
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
エ
ン
ゲ
ン
条

約
は
、

一
九
八
五
年
六
月
一
四
日
の
協
定
で
ベ
ネ
ル
ク
ス
諸
国
が
加
わ
っ
た
。
こ
の
協
定
は
、

フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
主
導
権
で
生
ま
れ
、

一
九
九

O
年
六
月
一
九
日
に
一
四
二
ヶ
条
の
実
施
協
定
の
対
象
に
な
っ
た
。

一
九
九

O
年
に
イ
タ
リ
ア
、

一
九
九
一
年
に
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル

フランスにおける外国人

ト
ガ
ル
、

一
九
九
二
年
に
ギ
リ
シ
ャ
が
シ
エ
ン
ゲ
ン
グ
ル
ー
プ
に
加
わ
っ
た
。
施
行
に
は
多
く
の
困
難
が
伴
い
、

一
九
九
五
年
三
月
二
六
日

ま
で
延
期
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
イ
タ
リ
ア
と
ギ
リ
シ
ャ
に
は
ま
だ
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
連
合
構
成
田
は
シ
エ
ン

ゲ
ン
条
約
に
根
本
的
に
反
対
し
て
い
る
と
し
て
も
、
他
の
固
と
は
折
衝
中
で
あ
る
。

関
税
と
警
察
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
外
国
国
境
で
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
国
」

の
内
部
で
、
自
由
な
移
動
が
シ
エ

ン
ゲ
ン
グ
ル
ー
プ
構
成
国
国
民
の
み
な
ら
ず
、
第
三
国
の
国
民
に
も
適
用
さ
れ
る
。
後
者
は
、
国
境
な
い
し
三
日
以
内
に
警
察
署
に
入
国
届

出
を
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
他
国
を
訪
問
で
き
る
。
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シンポジウム

シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
実
施
に
伴
う
困
難
は
、

ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
に
設
置
さ
れ
、
数
百
万
の
デ

l
タ
ー
を
集
め
た
広
大
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
セ

ン
タ
ー
で
あ
る
シ
エ
ン
ゲ
ン
情
報
シ
ス
テ
ム
設
置
の
遅
延
に
特
に
由
来
し
て
い
る
。
各
国
は
、
他
の
国
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
、
望
ま
し

く
な
い
外
国
人
や
拒
否
さ
れ
た
難
民
の
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
国
へ
の
入
国
に
反
対
で
き
る
。
シ
エ
ン
ゲ
ン
諸
国
の
領
事
館
は
、
査
証
の
拒
否
や

国
境
へ
の
送
還
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
外
国
人
に
「
統
一
査
証
」
を
交
付
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
シ
エ
ン
ゲ
ン
情
報
シ
ス
テ
ム
に
ア

ク
セ
ス
で
き
る
。

こ
れ
は
、
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
が
設
け
た
一
種
の
「
人
の
自
由
移
動
」
で
あ
る
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
最
初
の
歩
み
が
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
の

主
権
に
対
す
る
非
常
に
強
い
配
慮
に
由
来
す
る
障
害
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
シ
エ
ン
ゲ
ン
情
報
シ
ス
テ
ム
は
完
全
に
満
足
を
与
え
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

(2) 

一
般
法

こ
の
よ
う
な
非
常
に
自
由
主
義
的
な
特
権
的
地
位
は
そ
の
他
の
外
国
人
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
た
び
た
び
改
正
さ
れ
て
い
る
一
九
四
五
年

一
一
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
条
は
、
す
べ
て
の
外
国
人
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
入
国
の
要
件
を
規
定
し
て
い
る
。
外
国
人
は
、

ま
ず
「
国

際
条
約
お
よ
び
諸
規
則
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
書
類
と
査
証
」
を
所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
書
類
は
基
本
的
に
旅
券

と
査
証
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
定
の
外
国
人
は
、
交
流
協
定
が
結
ぼ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
い
ず
れ
か
が
免
除
さ
れ

て
い
る
。
日
本
の
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
内
部
で
は
、
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
「
理
事
会
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
と
協
議
し
た
後
、
委
員
会
の
提
案
に
基
づ
き
全
会
一
致
で
、
構
成
国
の
国
境
通
過
に
際
し
、

そ
の
国
民
が
査
証
を
有
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
三
国
を
定
め
る
」
こ
と
を
規
定
し
た
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た

E

C
設
立
条
約
一

O
O
c

条
の
適
用
に
よ
っ
て
、
体
制
の
調
整
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
九
六
年
か
ら
こ
れ
ら
の
規
定
は
特
定
多
数
決
で
停
止
さ
れ
る
こ
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と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
主
権
の
本
質
的
条
件
を
侵
害
す
る
の
で
憲
法
に
違
反
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。

一
九
九
二
年
の
改
正
に
よ
る

憲
法
八
八
条
の
二
は
、
こ
の
よ
う
な
障
害
を
克
服
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
査
証
を
交
付
す
る
か
否
か
の
決
定
は
、
外
交
お
よ
び
領
事
当

局
の
非
常
に
広
範
な
権
限
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
裁
判
官
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
最
も
限
定
さ
れ
て
お
り
、
評
価
の
明
白

な
過
誤
(
巾
「
『

2
『
沼
恒
三
常
的
門
司
円
呂
田

uznFEOロ)

(
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
八
六
年
二
月
二
八
日
判
決
ー
の
戸
N

∞
同
雪
'

に
限
ら
れ
て
い
る

『

-
2
5∞
mpzc〉田内
O
-
閉
山
巾
円
・
品
川
山
)
。
査
証
の
拒
否
に
理
由
づ
け
の
必
要
は
な
い
。

一
九
八
六
年
九
月
九
日
法
一
六
条
は
、
行
政
行
為
の
理
由

づ
け
お
よ
び
行
政
と
公
衆
と
の
関
係
改
善
に
関
す
る
一
九
七
九
年
七
月
一

一
日
法
の
例
外
と
し
て
、
理
由
づ
け
の
義
務
を
廃
止
し
た
。

第
五
条
は
同
様
に
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
議
を
経
た
デ
ク

フ
ラ
ン
ス
に
入
国
を
希
望
す
る
外
国
人
に
、
「
国
際
条
約
の
留
保
の
下
に
、

レ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、

一
方
で
は
、
滞
在
の
目
的
お
よ
び
条
件
に
、
他
方
で
は
、
必
要
が
あ
れ
ば
生
計
手
段
と
帰
国
の
保
障
に
関
す
る
書

類
」
を
要
求
し
て
い
る
。

一
九
八
二
年
五
月
二
七
日
の
デ
ク
レ
は
三
つ
の
型
の
旅
行
を
規
定
し
て
い
る
。
観
光
旅
行
に
つ
い
て
は
、
滞
在
の

目
的
と
条
件
お
よ
び
特
に
期
間
を
あ
ら
ゆ
る
書
類
に
よ
っ
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
職
業
旅
行
に
つ
い
て
は
、
職
業
お
よ
び
訪
問
す

る
パ
ー
ト
ナ
ー
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
事
旅
行
に
つ
い
て
は
、
法
文
は
ず
っ
と
詳
し
く
、
要
件
が
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。
外
国

フランスにおける外国人

人
は
、
受
け
入
れ
人
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
宿
泊
証
明
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宿
泊
受
け
入
れ
人
も
外
国
人
の
場
合
に
は
条
件

は
よ
り
厳
格
で
あ
る
。
偽
装
さ
れ
た
家
族
の
結
集
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
宿
泊
証
明
書
を
認
証
す
る
義
務
の
あ
る
市
町
村
長
は
、
宿

泊
条
件
に
「
重
大
な
疑
い
」
を
も
っ
た
場
合
に
は
、
国
際
入
国
管
理
事
務
所
に
訪
問
監
督
を
行
う
こ
と
を
要
求
で
き
る
。
訪
問
が
宿
泊
受
け

入
れ
人
の
書
面
に
よ
る
同
意
に
よ
ら
な
け
れ
ば
行
え
な
い
と
し
て
も
、
私
生
活
に
対
す
る
明
白
な
侵
害
が
生
じ
る
。
し
か
し
訪
問
監
督
を
拒

否
す
る
と
、
証
明
書
は
拒
否
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
八
二
年
デ
ク
レ
第
三
条
の
一
が
要
求
す
る
よ
う
に
、
滞
在
費
を
工
面
す
る
生
計
手
段
を
有
す
る
こ
と
を
外
国
人
は
ま
た
証
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
ま
た
そ
の
目
的
は
抑
止
的
な
も
の
で
あ
る
規
定
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
を
正
当
化
す
る
の
は
容
易
で

北法46(6・257)1747 



シンポジウム

あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
国
は
、
財
政
的
手
段
を
も
た
な
い
外
国
人
を
自
己
の
負
担
で
受
け
入
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
の
で
あ
る
。

帰
国
保
障
の
要
求
は
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
当
局
の
許
可
な
し
に
第
三
者
に
譲
渡
し
た
り
、
変
換
ま
た
は
償
還
で
き
な
い
旅
行
切
符
の
提
示
に

よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
帰
国
を
保
障
す
る
金
融
機
関
の
証
明
書
で
も
な
し
う
る
。
他
方
、
排
除
さ
れ
う
る
外
国
人
に
対
す

る
旅
行
会
社
の
責
任
が
増
大
す
る
。

最
後
に
、
外
国
人
が
職
業
活
動
を
行
う
場
合
に
は
、

そ
の
活
動
に
必
要
な
書
類
が
要
求
さ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
へ
の
入
国
は
権
利
で
は
な
く
、
種
々
の
場
合
に
入
国
が
拒
否
さ
れ
る
。
外
国
人
が
必
要
な
書
類
を
所
持
し
て
い
な
い
場
合
は
勿

論
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
く
、

一
九
四
五
年
一
一
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
「
そ
の
存
在
が
公
の
秩
序
に
対
す
る
脅
威
に
な
る
か
|
古

典
的
な
理
由

l
、
あ
る
い
は
、
再
入
国
禁
止
か
、
国
外
追
放
命
令
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
」
す
べ
て
の
外
国
人
の
入
国
を
禁
止
す
る
こ
と

を
可
能
に
し
て
い
る
。

入
国
拒
否
の
決
定
は
書
面
で
理
由
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
決
定
か
ら
丸
一
日
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
送
還
さ
れ
な
い
。
こ

の
こ
と
は
外
国
人
に
対
し
て
、
受
け
入
れ
人
、
自
国
の
領
事
館
ま
た
は
自
己
の
選
ん
だ
助
言
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る

(
一
九
四
五
年
一
一
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
条
)
。

第
二
節

庇
護
を
受
け
る
権
利
の
制
限

一
九
五
八
年
憲
法
前
文
が
再
確
認
し
て
い
る
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
庇
護
を
受
け
る
権
利
は
、
近
時
活
発
な
議
論

の
対
象
に
な
っ
て
お
り
、
か
な
り
制
限
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
九
九
三
年
八
月
二
四
日
法
お
よ
び
一
九
九
三
年
一
一
月
二
五
日
の
憲
法
的

法
律
以
前
に
、
庇
護
を
受
け
る
権
利
は
「
中
身
の
な
い
貝
殻
」
(
フ
ァ
ヴ
オ
ル

l
)

で
あ
っ
た
。
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一
九
四
六
年
憲
法
前
文
の
庇
護
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
規
定
は
、
実
際
に
「
自
由
の
た
め
の
活
動
を
理
由
に
迫
害
を
受
け
た
す
べ
て
の

人
」
に
の
み
権
利
を
認
め
て
い
る
の
で
非
常
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
院
は
、
庇
護
を
受
け
る
権
利
に
憲
法
的
価
値
を
承
認
し
て
い
る
と

し
で
も

(
憲
法
院
一
九
八

O
年
一
月
九
日
判
決
)
、

一
九
九
三
年
ま
で
こ
の
権
利
を
無
視
す
る
い
か
な
る
法
律
の
規
定
も
見
い
だ
す
こ
と
な

一
九
八

O
年
七
月
一
七
日
判
決
、

(
憲
法
院
一
九
八

O
年

一

月

九

日

判

決

、

一

九

九

一

年

七

月

二

五

日

判

決
参
照
)
、
そ
し
て
憲
法
院
は
、
「
庇
護
を
受
け
る
権
利
は
法
律
お
よ
び
国
内
法
に
導
入
さ
れ
た
国
際
条
約
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
」
と
判

く

一
九
八
六
年
九
月
三
日
判
決
、

示
し
て
、

そ
の
範
囲
を
限
定
し
て
い
る

同
じ
く
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
八
五
年
九
月
二
七
日
判
決
ー
の
戸
N

斗
印
岳
丹
市
田
σ
Z
H
g一?

司
自
門
市
寸

R
z
q
S
H
r・河内門
-
N
S参
照
)
。
憲
法
院
は
、

の
地
位
に
関
す
る
一
九
五
一
年
七
月
二
八
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
を
考
慮
し
て
い
る
。

一
九
六
七
年
一
月
コ
二
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
議
定
書
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
難
民

一
九
五
一
年
条
約
の
適
用
範
囲
は
庇
護
を
受
け
る
権

利
を
具
体
化
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
こ
の
国
際
文
書
は
庇
護
を
受
け
る
権
利
で
は
な
く
、

難
民
を
扱
う
も
の
で
あ
り
、
庇
護
申
請
者
の
追
放
禁
止
で
は
な
く
、
領
土
内
に
い
る
難
民
の
追
放
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

庇
護
権
の
体
制
は
、
シ
エ
ン
ゲ
ン
お
よ
び
ダ
プ
リ
ン
条
約
の
実
施
を
特
に
可
能
に
す
る
た
め
に
採
択
さ
れ
た
出
入
国
管
理
に
関
す
る
一
九

九
三
年
八
月
二
三
日
法
の
審
査
の
際
に
明
確
に
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
条
約
の
目
的
は
、
同
様
な
結
果
に
な
る
点
も
あ
る
が
同
じ
で
は
な

フランスにおける外国人

ぃ
。
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
内
部
で
の
自
由
な
移
動
の
実
際
の
空
間
を
設
置
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
九
九

O
年
六
月
一
五
日
の
ダ
プ
リ
ン
条
約
は
、
「
庇
護
申
請
中
の
者
」
、
す
な
わ
ち
滞
在
許
可
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
あ
る
固
か
ら
他
の
国

に
送
還
さ
れ
る
庇
護
申
請
者
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
「
庇
護
申
請
が
、
欧
州
共
同
体
構
成
田
に
提
出
さ
れ
た
庇
護
申
請

の
審
査
に
責
任
の
あ
る
国
家
の
決
定
に
関
す
る
一
九
九

O
年
六
月
一
五
日
の
ダ
プ
リ
ン
条
約
の
適
用
、

一
九
九

O
年
六
月
一
九
日
に
シ
エ
ン

ゲ
ン
で
署
名
さ
れ
た
条
約
の
第
二
一
編
第
七
章
の
適
用
、

も
し
く
は
、

一
九
九

O
年
六
月
一
五
日
の
条
約
(
ダ
プ
リ
ン
条
約
)

の
署
名
会
議
の

議
事
録
に
付
加
さ
れ
た
宣
言
に
従
っ
て
他
国
と
の
問
で
署
名
さ
れ
た
、
ダ
プ
リ
ン
条
約
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
義
務
と
同
一
の
義
務
の
適
用
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に
よ
っ
て
、
他
の
国
の
管
轄
に
属
す
る
場
合
に
」
、
滞
在
許
可
申
請
が
拒
否
さ
れ
得
る
こ
と
を
こ
の
法
律
が
規
定
し
て
い
る
理
由
が
こ
こ
に

あ
る
。
庇
護
権
に
関
す
る
こ
の
規
定
の
主
要
な
結
果
は
、
申
請
者
が
難
民
の
地
位
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
難
民
・
無
国
籍
者
保
護

事
務
所

(03勾
〉
)

フ
ラ
ン
ス
難
民
・
無
国
籍
者
保
護
事
務
所
は
、

に
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

一
九
五
二
年

七
月
二
五
日
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
行
政
的
公
施
設
で
、
難
民
の
資
格
を
与
え
る
権
限
を
有
す
る
。
拒
否
の
場
合
に
は
、
利
害
関
係
者
は

「
上
訴
委
員
会
」

(g呂
田

5
5ロ
S
2
2
8
Z『
印
)
に
提
訴
で
き
、
そ
の
決
定
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
っ
て
上
告
に
よ
り
審
査
さ
れ
る
。

こ
の
一
九
九
三
年
法
の
審
査
の
際
に
、
憲
法
院
は
、
庇
護
を
受
け
る
権
利
の
尊
重
が
前
提
に
す
る
こ
と
を
「
憲
法
的
価
値
の
原
則
」
、
「
憲

法
上
の
要
請
」
、
「
基
本
的
権
利
」
と
し
て
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
議
会
が
立
法
化
す
る
の
は
、
「
庇
護
を
受
け
る
権
利
の
尊
重
を
よ
り

効
果
的
に
し
、
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
他
の
規
範
ま
た
は
原
則
と
-
調
和
さ
せ
る
た
め
の
」
条
件
を
定
め
る
た
め
で
あ
る
。
憲
法
院
に
と
っ
て

こ
の
こ
と
は
、
公
の
秩
序
の
擁
護
と
調
和
さ
せ
る
場
合
を
除
い
て
、
「
庇
護
を
受
け
る
権
利
を
主
張
す
る
外
国
人
が
、
自
己
の
申
請
が
判
断

さ
れ
る
ま
で
は
仮
に
そ
の
国
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
、

一
般
的
に
合
意
す
る
」

の
で
あ
る
。
ダ
ブ
リ
ン
ま
た
は
シ
エ
ン
ゲ
ン

条
約
の
枠
内
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
難
民
・
無
国
籍
者
保
護
事
務
所
に
対
す
る
申
請
の
結
果
生
じ
た
禁
止
を
審
査
し
て
、
憲
法
院
は
、
「
自

己
の
権
利
を
主
張
す
る
関
係
外
国
人
か
ら
権
利
を
奪
っ
て
、
立
法
者
は
上
述
の
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
原
則
を
無
視
し
た
L

と
判
断
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
の
適
用
を
不
可
能
と
し
た
。
と
い
う
の
は
か
つ
て
例
外
的
状
況
と
考
え
ら
れ
た
、
他
の
国
に
よ
っ
て
す

で
に
審
査
さ
れ
た
庇
護
の
申
請
を
審
査
す
る
可
能
性
が
原
則
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
憲
法
院
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
た
法
律
は
、
シ

エ
ン
ゲ
ン
条
約
の
文
言
に
は
反
し
な
い
が
、
条
約
の
精
神
に
反
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

内
務
大
臣
な
ら
び
に
首
相
の
反
応
は
非
常
に
厳
し
か
っ
た
。
憲
法
院
判
決
を
阻
止
す
る
た
め
に
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
っ
た
。

し
か
し
憲
法
人
九
条
は
、
憲
法
改
正
に
つ
い
て
、
常
に
危
険
性
の
あ
る
レ
フ
エ
レ
ン
ダ
ム
を
避
け
よ
う
と
す
る
と
、
憲
法
改
正
案
の
発
議
権

は
首
相
の
提
案
に
基
づ
く
大
統
領
に
属
す
る
手
続
き
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
当
時
は
コ
ア
ピ
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タ
シ
オ
ン
(
保
革
共
存
)
の
時
代
で
あ
っ
た
。
政
治
的
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
た
め
に
、
大
統
領
の
提
案
に
基
づ
き
首
相
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
に
意
見
を
求
め
、
憲
法
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た

(
一
九
九
三
年
九
月
二
五
日
の
意
見
)
。

一
九
九
三
年
一
一
月

一
一
一
一
一
日
の
憲
法
的
法
律
は
次
の
よ
う
な
憲
法
五
三
条
の
一
の
規
定
を
挿
入
し
た
。
「
共
和
国
は
、
庇
護
お
よ
び
人
権
と
基
本
的
自
由
の
保
護

に
関
し
て
、
共
和
国
と
同
一
の
協
約
を
定
め
て
い
る
欧
州
諸
国
と
の
問
で
、
各
国
に
対
し
て
表
明
さ
れ
る
庇
護
申
請
の
審
査
に
関
す
る
相
互

の
権
限
を
定
め
る
協
定
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
規
定
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
申
請
が
こ
れ
ら
二
つ
の
条
約
の
権
限
の
中
に
入
っ
て
い
な
く
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
当
局
は
、
自
由
の
た
め
の
活
動
を
理
由

ま
た
は
他
の
理
由
で
フ
ラ
ン
ス
の
保
護
を
求
め
る
す
べ
て
の
外
国
人
に
庇
護
を
与
え
る
権
利
を
常
に
有
す
る
の
で
あ
る
。

庇
護
申
請
の
体
制
は
、
以
後
、

に
迫
害
を
受
け
、

一
九
九
三
年
二
一
月
三

O
日
法
に
よ
る
憲
法
改
正
の
後
に
修
正
さ
れ
た
一
九
九
三
年
八
月
二
四
日
法
に
よ

っ
て
起
草
さ
れ
た
一
九
四
五
年
一
一
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
七
章
会
二
|
一
一
一
一
一
条
の
一
二
)
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
文

の
特
に
第
一
一
一
一
条
の
二
に
よ
っ
て
、
申
請
者
が
た
と
え
フ
ラ
ン
ス
に
入
国
を
希
望
す
る
外
国
人
に
要
求
さ
れ
る
書
類
を
所
持
し
て
い
な
く
と

も
、
庇
護
資
格
の
付
与
が
拒
否
さ
れ
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
四
つ
の
場
合
に
庇
護
資
格
の
付
与
が
拒
否
さ
れ
得
る
。
ま
ず
、

申
請
の
審
査
が
他
国
の
権
限
に
属
し
て
い
る
時
に
、
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
ま
た
は
ダ
プ
リ
ン
条
約
、
な
い
し
す
べ
て
の
他
の
同
様
な
条
約
の
適

フランスにおける外国人

用
の
場
合
で
あ
る
。

つ
い
で
、
庇
護
申
請
者
が
迫
害
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
回
以
外
の
国
で
庇
護
申
請
が
認
め
ら
れ
、
効
果
的
な
保
護
を
享
受

し
う
る
場
合
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

フ
ラ
ン
ス
で
の
存
在
が
公
の
秩
序
へ
の
脅
威
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
最
後
に
、
意
図
的
な
不
正
ま
た
は
濫

用
的
な
申
立
て
の
場
合
、

ま
た
は
隔
離
措
置
を
阻
止
す
る
た
め
に
申
請
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
、
申
請
は
拒
否
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
は
ま
た
、

あ
と
の
一
二
つ
の
理
由
の
一
つ
で
滞
在
許
可
を
拒
否
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
庇
護
申
請
者
が
フ
ラ
ン
ス
難
民
・
無
国
籍
者
保
護
事
務
所
に
審

査
請
求
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
憲
法
改
正
が
第
一
の
理
由
を
排
除
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
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第
二
章

外
国
人
の
滞
在
|
|
し
だ
い
に
拡
大
さ
れ
た
権
利

た
と
え
外
国
人
が
フ
ラ
ン
ス
に
入
国
し
得
る
た
め
の
困
難
が
増
大
す
る
の
を
経
験
し
て
も
、
人
々
の
意
識
の
進
化
を
理
由
に
す
る
に
せ
よ
、

そ
の
統
制
が
し
だ
い
に
拡
大
し
て
い
る
裁
判
官
の
非
常
に
権
利
保
護
に
厚
い
役
割
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
が
当
事
国
に
な
っ
て
い
る

よ
り
一
層
、

国
際
条
約
を
理
由
に
す
る
に
せ
よ
、
外
国
人
は
し
だ
い
に
拡
大
す
る
一
定
の
保
障
を
享
受
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
外
国
人
が
服
す
る
行

政
的
体
制
に
関
し
て
も

(
第
一
節
)
、
外
国
人
が
享
受
す
る
権
利
お
よ
び
自
由
に
つ
い
て
も

(
第
二
節
)
、
見
ら
れ
る
。

第
一
節

滞
在
の
行
政
的
体
制

欧
州
共
同
体
構
成
国
国
民

入
国
の
場
合
と
同
様
に
共
同
体
構
成
国
国
民
の
滞
在
は
と
り
わ
け
有
利
に
な
っ
て
い
る
。

ロ
ー
マ
条
約
は
、
労
働
者
の
自
由
移
動
の
原
則

と
彼
ら
に
対
す
る
差
別
禁
止
を
規
定
し
て
い
る
。
自
由
な
滞
在
を
も
た
ら
す
自
由
移
動
の
目
的
は
何
よ
り
も
経
済
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
当

初
は
賃
金
労
働
者
(
一
九
六
八
年
一

O
月
一
五
日
の
指
令
)
お
よ
び
非
賃
金
労
働
者
(
一
九
七
三
年
五
月
一
一
一
日
の
指
令
)
だ
け
で
あ
っ
た
。

欧
州
共
同
体
裁
判
官
つ
い
で
よ
り
最
近
で
は
構
成
田
の
非
常
に
自
由
主
義
的
な
態
度
が
、
こ
の
権
利
を
す
べ
て
の
共
同
体
構
成
田
国
民
に
拡

(
一
九
九

O
年
六
月
二
六
日
の
指
令
参
照
)
。
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
、
「
す
べ
て
の
連
合
市
民
は
、
こ
の
条

約
に
規
定
す
る
制
限
お
よ
び
条
件
に
従
い
か
つ
実
施
措
置
に
従
っ
て
、
構
成
国
の
域
内
に
お
い
て
自
由
に
移
動
し
か
っ
居
住
す
る
権
利
を
有

大
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た

す
る
」
と
規
定
す
る
八

a
条
を
通
し
て
、
こ
の
こ
と
を
具
体
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
条
約
第
二
部
「
連
合
市
民
権
」
に
お
か

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
滞
在
へ
の
権
利
を
正
当
化
す
る
の
は
経
済
的
理
由
で
は
も
は
や
な
く
、
政
治
的
意
思
で
あ
る
。
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一
九
七
六
年
以
来
、

メ
イ
ラ
ス
検
事
総
長
は
欧
州
共
同
体
裁
判
所
の
前
で
、
共
同
体
構
成
国
国
民
は
「
滞
在
へ
の
主
観
的
権
利
」
を
有
す

か
つ
て
労
働
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
今
日
す
べ
て
の
共
同
体
構
成
田
国
民
に

る
と
主
張
し
い
る
。
こ
の
主
観
的
権
利
は
、

属
し
て
い
る
。

」
の
よ
う
な
状
況
は
一
般
法
と
実
際
に
対
比
さ
れ
る
。

q
L
 

滞
在
資
格
の
取
得
は
三
カ
月
以
上
の
場
合
に
必
要
で
あ
る
。
合
法
的
に
フ
ラ
ン
ス
領
土
に
入
国
し
、
査
証
に
定
め
ら
れ
た
期
間
を
越
え
て

一
般
法

滞
在
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
外
国
人
は
、
滞
在
資
格
を
所
持
す
る
必
要
は
な
い
。

外
国
人
が
三
カ
月
以
上
滞
在
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
「
短
期
滞
在
許
可
証
」

(
Z『
芯
号
忠
』

OE2巾呂田)。『曲目「巾)
ま
た
は
「
居

住
許
可
証
」
(
円

R
Z
骨
芯
白
骨
己
)

を
所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(a) 

短
期
滞
在
許
可
証

フランスにおける外国人

こ
の
文
書
は
四
つ
の
範
曙
の
外
国
人
に
交
付
さ
れ
う
る
。
訪
問
者
、
学
生
ま
た
は
職
業
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
外
国
人
で
あ

る
。
こ
の
許
可
書
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
居
住
許
可
証
を
取
得
す
る
た
め
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
外
国
人
に
も
同
様
に
交
付
さ
れ
る
。
最
後

に
、
こ
の
許
可
書
は
家
族
の
呼
び
寄
せ
の
枠
内
で
付
与
で
き
る
。

訪
問
者
は
、
自
分
の
資
産
の
み
で
生
計
を
立
て
、
許
可
に
服
す
る
い
か
な
る
職
業
活
動
に
も
従
事
し
な
い
こ
と
を
約
束
で
き
る
証
明
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
国
人
の
権
利
に
関
す
る
新
し
い
と
同
時
に
古
い
正
当
化
が
そ
こ
に
見
ら
れ
る
。
国
民
に
と
っ
て
の
負
担
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
国
家
は
外
国
人
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
る
。
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学
生
は
、
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
で
勉
学
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
主
観
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
十
分
な
生
活
手
段
を
有
す

る
こ
と
を
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
許
可
を
要
す
る
職
業
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
を
望
む
外
国
人
は
、
知
事
の
許
可
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
(
被
用
者
の
場
合

に
は
労
働
法
典
三
四
一
条
の
一
以
下
、
商
人
の
場
合
に
は
一
九
三
八
年
一

一
月
一
一
一
日
の
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
)
、
知
事
は
拒
否
す
る
一
定
の
義

務
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
問
題
に
つ
い
て
裁
量
権
を
有
す
る
。

短
期
滞
在
許
可
証
は
、
最
長
一
年
の
期
間
で
知
事
に
よ
っ
て
交
付
さ
れ
、
知
事
は
交
付
の
拒
否
に
裁
量
権
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
家

族
的
理
由
が
あ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
裁
量
権
を
阻
止
で
き
る
。

短
期
滞
在
許
可
証
は
、
期
限
が
き
た
場
合
に
い
つ
ま
で
も
更
新
で
き
る
。
三
回
の
更
新
の
後
、

そ
の
所
持
者
は
、
権
利
に
は
な
っ
て
い
な

い
が
、
居
住
許
可
証
を
要
求
で
き
る
。
他
方
、
知
事
は
更
新
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
、

一
九
九
三
年
八
月
二
四
日
法
以
来
、
「
外
国
人
滞

在
委
員
会
」

(g呂
田

5
5ロ
色

2
宮
口
『
母
国
会
E
Z
R凹

)

へ
の
申
立
に
つ
い
て
一
九
八
九
年
に
規
定
さ
れ
た
義
務
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
義

務
は
、
知
事
が
委
員
会
の
賛
成
意
見
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
の
で
、
外
国
人
に
と
っ
て
重
要
な
保
障
で
あ
っ
た
。

'hu 
有
効
期
限
が
一

O
年
で
あ
る
滞
在
資
格
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
更
新
さ
れ
る
。
外
国
人
が
引
き
続
き
三
年
を
越
え
る
期
間
フ
ラ
ン
ス
を
離

居
住
許
可
証

れ
る
場
合
に
は
、
居
住
許
可
証
は
「
期
限
切
れ
」
と
み
な
さ
れ
る
。

居
住
許
可
証
を
請
求
で
き
る
外
国
人
は
、
法
令
に
従
っ
て
、
引
き
続
き
三
年
以
上
滞
在
し
て
い
る
者
で
あ
る
。
居
住
許
可
証
の
交
付
は
、

生
計
手
段
の
み
な
ら
ず
、

フ
ラ
ン
ス
に
継
続
的
に
居
住
す
る
意
思
を
考
慮
し
て
行
わ
れ
る
。
短
期
滞
在
許
可
証
の
場
合
と
同
様
に
、
公
の
秩

序
に
対
し
て
与
え
る
脅
威
は
拒
否
の
理
由
と
な
る
。
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一
九
四
五
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
五
条
は
、
居
住
許
可
証
が
当
然
に
交
付
さ
れ
る
一
一
一
の
場
合
を
列
挙
し
て
い
る
。
基
本
的
に
は
家
族

フ
ラ
ン
ス
の
た
め
に
戦
っ
た
外
国
人
、
難
民
、
無
国
籍
者
、
労
働
災
害
や

的
理
由
で
居
住
を
希
望
す
る
外
国
人
が
対
象
に
な
る
。
同
様
に
、

職
業
病
に
擢
っ
た
外
国
人
、

そ
し
て
一

O
年
以
上
フ
ラ
ン
ス
に
正
常
に
滞
在
す
る
外
国
人
が
居
住
許
可
証
を
利
用
で
き
る
。
知
事
が
居
住
資

格
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
外
国
人
滞
在
委
員
会
に
付
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
委
員
会
は
申
請
者
を
聴
聞
し
て
か
ら
意
見
を
出

す
が
、

一
九
九
三
年
以
来
こ
の
意
見
は
知
事
を
拘
束
し
な
い
。

外
国
人
が
上
記
の
一
一
一
の
範
轄
の
い
ず
れ
か
に
属
し
な
い
場
合
に
は
、
ず
っ
と
不
安
定
な
地
位
に
置
か
れ
る
。
外
国
人
は
、
「
生
計
手
段

の
充
足
お
よ
び
安
定
性
を
証
明
す
る
資
料
、

な
ら
び
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
職
業
活
動
に
従
事
す
る
条
件
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
継
続
的
に
居

住
し
よ
う
と
考
え
る
に
至
っ
た
理
由
に
関
す
る
申
告
書
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
一
九
四
六
年
六
月
三

O
日
の
デ
ク
レ
)
。

居
住
許
可
証
の
取
得
に
関
し
て
外
国
人
の
聞
に
な
さ
れ
う
る
区
別
は
、
す
で
に
統
合
が
一
定
の
程
度
に
達
し
た
と
認
め
ら
れ
る
外
国
人
に

対
し
て
寛
容
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
、
少
数
派
と
見
ら
れ
る
者
に
は
す
べ
て
拒
否
す
る
と
い
う
支
配
的
な
潮
流
に
完
全
に

フ
ラ
ン
ス
領
土
に
お
け
る
少
数
派
の
存
在
を
公
式
に
認
め
る
こ
と
を
常
に
拒
否
し
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

対
応
し
て
い
る
。

こ
と
は
、
少
数
派
を
保
護
す
る
規
定
を
含
む
条
約
を
批
准
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、

フ
ラ
ン
ス
が
留
保
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
導
く
の
で
あ

フランスにおける外国人

る。
一
定
の
外
国
人
が
よ
り
有
利
な
地
位
に
置
か
れ
て
い
る
と
し
て
も

フ
ラ
ン
ス
は
フ
ラ
ン
ス
国
民
を
国
外
追
放
で
き
な
い
の
で

(
追
放
刑

は
刑
罰
か
ら
排
除
さ
れ
た
)
、
国
籍
を
取
得
し
た
場
合
を
除
い
て
、

な
い
。
在
留
は
種
々
の
方
式
で
終
結
に
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
領
土
に
滞
在
す
る
絶
対
的
な
権
利
は
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
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間

滞

在

の

終

結

こ
こ
で
は
外
国
人
の
自
発
的
な
帰
国
ゃ
、

そ
の
効
果
が
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
帰
国
援
助
と
い
わ
れ
る
社
会
復
帰
へ
の
援
助
の
よ
う
な
奨

励
に
伴
う
在
留
の
自
発
的
な
終
結
は
扱
わ
な
い
。
む
し
ろ
強
制
的
な
終
結
に
関
心
が
あ
る
。

a
 

外
国
人
の
帰
国
は
、
在
留
資
格
付
与
な
い
し
更
新
の
拒
否
、

滞
在
拒
否

ま
た
は
在
留
資
格
の
取
消
し
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
決
定
は
、
裁

判
官
の
審
査
に
服
す
る
が
、

一
定
の
場
合
に
は
、
各
県
に
置
か
れ
た
外
国
人
滞
在
委
員
会
の
介
入
が
先
行
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と

お
り
で
あ
る
。

国 (b)

境
送
還

国
境
送
還

に
は
二
つ
の
場
合
が
あ
る
。

(
円
巾
円
。
ロ

a
E丹
市

島

一

同

町

「

O
ロ
立
市
『
巾
)

一
つ
は
、
刑
事
裁
判
官
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
る
再
入
国
禁
止

(
百
円
巾
円
門
田
島
円

E
Oロ
色

巳

丹

市

『

三

円

。

弓

巾

)

に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、

一
定
の
フ
ラ
ン
ス
領
土
へ
の
不
法
な
入
固
な
い
し
滞
在
の
場

合
に
、
知
事
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

通
知
を
受
け
て
か
ら
、
外
国
人
は
、
助
一
言
者
、
自
国
の
領
事
館
な
い
し
自
己
の
選
ん
だ
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
決
定
は
二
四
時

間
以
内
に
執
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
決
定
は
職
権
で
執
行
さ
れ
、
知
事
は
送
還
さ
れ
る
国
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
九

O
年
一
月
一

O
日
法
は
、
外
国
人
が
行
政
裁
判
所
所
長
に
決
定
の
取
消
し
を
申
請
で
き
る
よ
う
に
す
る
幾
つ
か
の
保
障
を
与
え
よ

う
と
し
た
。

行
政
裁
判
所
所
長
は
、
外
国
人
が
公
開
で
聴
聞
を
受
け
た
後
四
八
時
間
以
内
に
決
定
を
行
う
。
申
請
が
却
下
さ
れ
た
場
合
に
、

一
ヶ
月
以
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内
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
上
訴
で
き
る
。
し
か
し
上
訴
は
執
行
を
停
止
せ
ず
、
こ
の
こ
と
が
そ
の
効
果
を
著
し
く
限
定
し
て
い
る
。

国
境
送
還
の
即
時
の
執
行
が
で
き
な
い
と
す
る
と
、
外
国
人
は
、
収
監
行
政
に
属
し
な
い
施
設
に
収
容
さ
れ
る
。
こ
の
行
政
的
勾
留
は
二

四
時
間
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
以
上
は
六
日
の
期
間
で
、
延
長
が
大
審
裁
判
所
所
長
の
命
令
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
所
定
の

場
合
に
、
勾
留
は
大
審
裁
判
所
所
長
決
定
に
よ
り
三
日
延
長
で
き
る
。
勾
留
の
期
間
に
関
し
、
な
ら
び
に
、
人
身
の
自
由
の
伝
統
的
守
護
者

は
憲
法
六
六
条
に
よ
る
と
司
法
権
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
居
住
・
移
転
の
自
由
の
侵
害
を
許
容
し
、
審
査
す
る
権
限
の
所
属
に
関
し

て
、
憲
法
院
で
し
ば
し
ば
争
い
の
対
象
に
な
っ
た
問
題
が
そ
こ
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

国
境
送
還
は
、

一
九
四
五
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
五
条
に
列
挙
さ
れ
た
、
国
外
追
放
の
対
象
に
な
り
得
な
い
者
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

法
律
が
し
ば
し
ば
厳
格
に
見
え
て
も
、
外
国
人
の
権
利
は
裁
判
官
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
、

よ
り
よ
く
保
護
さ
れ
う
る
。
裁
判
官
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
影
響
の
下
で
増
大
し
て
い
る
。
家
族
生
活
に
過
剰
の
侵
害
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、

裁
判
官
は
比
例
原
則
に
よ
る
審
査
を
行
う
(
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
九
一
年
四
月
一
九
日
判
決
ー
の
戸
〉

Z
J
5
2江戸

5
2
4
E
Z印)。

そ
の
他
の
場
合
に
は
裁
判
官
は
評
価
の
明
白
な
過
誤
を
考
慮
し
て
最
小
限
の
審
査
を
行
う
。
さ
ら
に
、
執
行
の
猶
予
が
な
さ
れ
う
る
。
確
か

に
、
行
政
裁
判
官
は
、

と
り
わ
け
防
御
権
の
尊
重
に
関
し
判
例
を
精
綴
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
裁
判
官
が
法
律
の
厳
格
さ
を
限
定
し
た
例

フランスにおける外国人

に
な
っ
て
い
る
。

国
外
追
放

外
国
人
の
国
外
追
放
(
内
与

-
5
5ロ
)
に
関
し
、
国
際
条
約
、
特
に
ヨ

l
ロ
y

パ
人
権
条
約
第
四
お
よ
び
第
七
追
加
議
定
書
に
よ
り
、
恋

意
は
も
は
や
通
用
し
得
な
い
。
第
四
議
定
書
は
外
国
人
の
集
団
的
追
放
を
禁
止
し
て
い
る
。
第
七
議
定
書
は
、
追
放
の
場
合
に
お
け
る
防
御

権
の
最
小
限
の
尊
重
を
樹
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
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外
国
人
の
存
在
が
公
の
秩
序
に
対
す
る
重
大
な
脅
威
と
な
る
場
合
に
、
追
放
は
知
事
で
な
く
、
内
務
大
臣
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
国
外

追
放
は
、
刑
事
制
裁
の
下
で
フ
ラ
ン
ス
領
土
に
外
国
人
が
戻
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
国
境
へ
の
送
還
よ
り
も
厳
し
い

も
の
で
あ
る
。

絶
対
的
な
緊
急
性
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
理
由
づ
け
が
必
要
な
警
察
措
置
が
そ
こ
で
問
題
に
な
る
。
絶
対
的
な
緊
急
性
が
あ
る
場
合
を

除
い
て
、
外
国
人
は
事
前
に
知
ら
さ
れ
、
そ
の
構
成
が
外
国
人
滞
在
委
員
会
と
同
様
な
委
員
会
に
よ
っ
て
聴
聞
を
受
け
る
手
続
き
に
な
っ
て

い
る
。
一
九
九
三
年
以
来
、
委
員
会
の
意
見
は
内
務
大
臣
を
拘
束
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
こ
と
は
外
国
人
の
権
利
を
著
し
く
制
限
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
家
族
的
地
位
を
理
由
と
す
る
外
国
人
は
、
国
家
の
公
安
ま
た
は
公
共
の
安
全
に
対
す
る
緊
急
の
必
要
性
が
存
在
す
る
場
合
を
除
い

て
、
追
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
特
に
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
結
び
つ
い
た
正
当
化
理
由
が
そ
こ
で
問
題
に
な
る
。

こ
こ
で
も
ま
た
法
律
以
上
に
裁
判
官
が
基
本
的
な
守
護
者
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
行
政
裁
判
官
は
、
公
の
秩
序
へ
の
脅
威
の

観
念
に
基
づ
い
て
、
評
価
の
明
白
な
過
誤
を
審
査
し
(
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
七
五
年
二
月
三
日
判
決
ー
の
戸

ω
ぽ
ミ
ぽ
『
冨
斗
戸
田
》
貸
与
O
〈)、

ま
た
、
絶
対
的
な
緊
急
性
が
援
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
基
本
的
保
障
を
無
に
す
る
絶
対
的
な
緊
急
性
を
審
査
す
る

九
八
八
年
一
月
一
三
日
判
決
ー
の
戸

ω・
5
3
5
5『
巴
∞
∞
・
〉
σ
S
E
)
。
執
行
の
猶
予
が
宣
告
さ
れ
う
る
。

(
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一

同
犯
罪
人
引
渡
し
の
特
別
の
場
合

犯
罪
人
引
渡
し

(
巾
同
門
「
白
色
在
。
ロ
)

』ま

一
九
二
七
年
三
月
一

O
日
法
、

な
ら
び
に
幾
つ
か
の
地
域
的
国
際
文
書
(
一
九
五
七
年
二
一
月
一

一
一
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
犯
罪
人
引
渡
し
条
約
、

一
九
七
七
年
一
月
二
七
日
の
テ
ロ
抑
圧
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
な
ど
)
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
た
原
則
に
服
す
る
。

犯
罪
人
引
渡
し
の
申
請
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
外
務
大
臣
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
請
が
受
理
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
場
合

北法46(6・268)1758



に
は
、
司
法
大
臣
に
送
付
さ
れ
、
司
法
大
臣
が
検
事
正
に
付
託
す
る
。
外
国
人
の
逮
捕
の
後
、
書
類
が
検
事
長
に
、

に
送
付
さ
れ
、
移
審
部
が
意
見
を
述
べ
る
た
め
公
開
で
決
定
す
る
。
意
見
が
否
定
的
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
人
引
渡
し
は
な
さ
れ
得
な
い
。
意
見

つ
い
で
控
訴
院
移
審
部

が
肯
定
的
で
あ
れ
ば
、
決
定
は
大
統
領
の
権
限
に
属
し
、
大
統
領
は
決
定
の
自
由
を
有
す
る
。

」
こ
で
ま
た
裁
判
官
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
増
大
し
た
。

一
九
八
四
年
ま
で
、
破
致
院
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
慎
重
で
あ
り
、
大
胆
で
あ

っ
た
の
は
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
で
あ
っ
た
。
後
者
は
、

一
九
三
七
年
(
一
九
三
七
年
五
月
二
八
日
判
決
ー
の
戸
〉

g
e
N∞
ヨ
ど
呂
ω
斗
)
に
、

追
放
が
統
治
行
為
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
訴
訟
を
許
さ
な
い
行
為
で
あ
る
と
考
え
る
の
を
や
め
た
。
そ
し
て
一
九
七
七
年
以
来
(
一
九
七

七
年
六
月
二
四
日
判
決
|
わ
戸
〉
目
的
-
N
品
』

E
F
ロ

5
4叶・〉印
E
S
-
-
H
O
(
U
巳
互
白
)
、

段
院
の
方
は
、
今
日
控
訴
院
移
審
部
の
意
見
の
外
形
的
な
適
法
性
の
審
査
を
行
っ
て
い
る
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
通
常
の
審
査
を
行
っ
て
い
る
。
破

確
か
に
、
在
留
の
行
政
的
な
規
制
に
関
す
る
外
国
人
の
地
位
は
不
安
定
で
、
安
全
保
障
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
影
響
を
受
け
る
議
会
や
政
府
の

意
の
ま
ま
に
常
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
裁
判
官
、
特
に
行
政
裁
判
官
、
現
在
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
裁
判
官
が
法
律
の
厳
格

さ
を
緩
和
さ
せ
て
い
る
。

}
れ
に
対
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
滞
在
中
に
行
使
し
う
る
外
国
人
の
権
利
は
、
恒
常
的
に
拡
大
さ
れ
、
権
利
の
う
ち
で
も
外
国
人
と
国
民
を
平

フランスにおける外国人

等
な
地
位
に
置
く
も
の
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

第
二
節

外
国
人
の
権
利
お
よ
び
自
由

外
国
人
は
し
だ
い
に
広
範
に
権
利
を
享
有
し
て
い
る
。
憲
法
院
一
九
九
三
年
八
月
一
一
一
一
日
判
決
は
、
立
法
者
が
外
国
人
の
た
め
に
保
障
す

べ
き
基
本
的
な
自
由
お
よ
び
権
利
を
特
に
列
挙
し
て
、
外
国
人
の
真
の
憲
法
的
地
位
の
確
立
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
憲
法
院
は
、
「
こ
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れ
ら
の
権
利
お
よ
び
自
由
の
う
ち
、
人
身
の
自
由
お
よ
ぴ
安
全
、
特
に
居
住
・
移
転
の
自
由
、
結
婚
の
自
由
、
正
常
な
家
族
生
活
を
営
む
権

利
が
あ
り
、
他
方
、
外
国
人
は
フ
ラ
ン
ス
領
土
で
安
全
、

か
つ
正
常
な
態
様
で
居
住
す
る
と
、
社
会
的
保
護
を
受
け
る
権
利
を
享
受
す
る
こ

と
、
外
国
人
は
こ
れ
ら
の
権
利
お
よ
び
自
由
の
保
障
を
確
保
す
る
訴
訟
の
提
起
を
享
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
、
「
外
国
人
の
う
ち
で

も
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
第
四
項
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
固
有
の
権
利
」
|
庇
護
を
受
け
る
権
利
を
享
受
で
き
る
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
。
外

国
人
の
権
利
の
制
限
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
一
四
条
は
、
特
に
人
種
、
国
民
的
出
身
に
基
づ

く
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
。
第
一
六
条
は
、
政
治
活
動
を
通
し
て
の
み
、
表
現
の
自
由
、
集
会
結
社
の
自
由
に
関
す
る
外
国
人
に

対
す
る
例
外
を
許
容
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
権
利
お
よ
び
自
由
を
網
羅
的
に
で
は
な
く
、
幾
つ
か
を
取
り
上
げ
て
ゆ
き
た
い
。

(1) 

家
族
的
権
利

こ
の
領
域
に
お
け
る
外
国
人
の
権
利
の
拡
大
は
、
こ
の
数
年
高
度
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。

憲 (a)

法
院
は

結
婚

一
九
九
三
年
八
月
二
二
日
の
判
決
で
、
「
中
身
の
な
い
結
婚
」

(
B
R
E四
巾
印
豆
曲
目
円
印
)
、
す
な
わ
ち
、
外
国
人
が
フ
ラ
ン
ス
に

入
国
し
、
滞
在
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
す
る
便
宜
的
結
婚
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
、
「
結
婚
の
自
由
が
人

身
の
自
由
を
構
成
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
結
婚
が
婚
姻
に
よ
る
結
合
以
外
の
目
的
で
な
さ
れ
る
こ
と
を

推
測
さ
せ
る
重
要
な
証
拠
が
存
在
す
る
場
合
に
、
身
分
官
吏
が
検
事
正
に
付
託
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
こ
れ
に
よ
っ
て
検
事
正
が
結
婚
を

猶
予
さ
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
を
決
定
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し
た
。
憲
法
院
は
、
結
婚
の
自
由
に
依
拠
し
て
こ
の
法
律
の
規
定
を
無
効
と

し
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
形
式
の
結
婚
が
承
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
総
会
判
決
で
こ
れ
を
認
め
て
い
た

一
夫
多
妻
制
は
特
に
多
く
の
論
争
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

(
一
九
八

O
年
七
月
一
一
日
判
決
ー
の
同
戸
〉
器
よ
口

E
5
2
5∞
0
・
玄
S
R
E
O
)
。

「
フ
ラ
ン
ス
で
正
常
な
家
族
生
活
を
送
る
権
利
は
、
外
国
人
に
対
し
て
は
一
夫
多
妻
の
効
果
的
な
実
行
を
前
提
に
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
自
由
主
義
的
立
場
は
人
々
に
衝
撃
を
与
え
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

禁
止
し

一
九
九
三
年
八
月
二
四
日
法
が
フ
ラ
ン
ス
領
土
で
の
一
夫
多
妻
制
を

ご
九
四
五
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
本
土
と
海
外
県
の
み
が
対
象
に
な
る
)
、
海
外
領
土
お
よ
び
マ
イ
ヨ
ッ
ト
の

よ
う
な
名
称
の
な
い
公
共
団
体
で
は
一
夫
多
妻
を
可
能
に
し
た
理
一
由
が
そ
こ
に
あ
る
。
憲
法
院
は
合
憲
限
定
解
釈
に
よ
っ
て
こ
の
禁
止
を
認

め
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
委
員
会
が
、
「
一
夫
一
婦
制
文
化
」
が
国
の
「
支
配
的
な
文
化
」

一
夫
多
妻
的
な

で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、

家
族
の
結
集
を
禁
止
し
た
法
律
の
有
効
性
を
認
め
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る

(
(
V
O
B
自
・
開
Z
H
・
ロ
「
・
回
二
N
m
w
』

Z
Fロ
同

山

W
C
N
-
m
白
玄
白
回
国
V
Y
河
巾
D
-

H
M
V

め

N

∞¥
m
w
N
)

。

フランスにおける外国人

L
D
 

家
族
の
結
集
(
『
晶
B
E℃
g
m
E
P
E
-
E
)
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
八
条
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
正
常
な
家
族
生
活
を
営
む
権
利
の

論
理
的
帰
結
で
あ
り
、
こ
の
規
定
は
法
律
に
よ
る
家
族
と
事
実
上
の
家
族
の
両
方
を
対
象
に
す
る
。
一
九
七
八
年
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
(
一

九
七
八
年
二
一
月
八
日
判
決
l
門
戸
〉
的
目
J

∞
忌
2
g
σ
2
5斗∞・

2
ω
2
2
(
U
E
)斗
)
は
、
「
国
は
、
個
人
お
よ
び
家
族
に
対
し
て
、
そ
の
発

展
に
必
要
な
条
件
を
確
保
す
る
L

と
規
定
し
た
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
に
依
拠
し
て
、
こ
れ
を
認
め
て
い
た
。
憲
法
院
は
、
寸
フ
ラ
ン
ス
に

家
族
の
結
集

お
け
る
居
住
が
安
定
し
、
正
常
で
あ
る
外
国
人
は
、
国
民
と
同
様
に
正
常
な
家
族
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
こ
と
、
こ
の
権
利
は
特
に
外

国
人
が
自
分
の
も
と
に
自
己
の
配
偶
者
お
よ
び
未
成
年
の
子
ど
も
を
呼
び
寄
せ
る
権
能
を
含
む
こ
と
が
、
こ
の
規
定
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
」

と
判
断
し
て
、
正
常
な
家
族
生
活
を
営
む
権
利
を
強
調
し
た
。
正
常
な
結
婚
生
活
を
営
む
権
利
の
適
用
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
を
し

コ
ン
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て
、
国
外
追
放
措
置
が
夫
婦
の
結
合
な
い
し
存
在
を
脅
か
す
場
合
に
、
追
放
措
置
を
違
法
と
す
る
よ
う
に
導
い
た
の
で
あ
る
。
家
族
の
結
集

一
九
九
三
年
ま
で
デ
ク
レ
に
基
づ
い
た
、
不
安
定
な
基
盤
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。

一
九
九
三
年
八
月
二
四
日
法
は
、

の
問
題
は
、

四
五
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
な
か
に
、
「
{
家
族
の
結
集
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
第
六
章
を
挿
入
し
た
。

一
九
九
三
年
法
は
、
部
分
的
な
家
族

の
結
集
、
な
ら
び
に
一
夫
多
妻
的
家
族
の
結
集
を
禁
止
し
た
。
家
族
の
結
集
が
な
さ
れ
得
る
た
め
に
は
、

ば
な
ら
な
い
。
外
国
人
は
、
居
住
許
可
証
ま
た
は
一
年
間
の
短
期
滞
在
資
格
を
有
し
、
か
っ
、
二
年
以
上
引
き
続
き
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
て

一
定
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
フ
ラ
ン
ス
で
生
活
す
る
同
一
構
成
の
家
族
に
と
っ
て
の
正
常
な
住
居
」
を
有
し
、
十
分
で
安
定
し
た
個
人
的
資

産
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
族
の
構
成
員
は
、
公
の
秩
序
に
対
す
る
脅
威
に
な
ら
ず
、
所
定
の
疾
病
に
擢
っ
て
お
ら
ず
、

ン
ス
以
外
の
固
に
住
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
際
労
働
力
移
動
事
務
所

(
O
E
)

の
審
査
お
よ
び
市
町
村
長
の
理
由
を
付
し
た
意
見
を
受
け
て
、
許
可
は
知
事
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。

家
族
の
構
成
員
は
、
本
人
と
同
様
な
性
格
の
滞
在
資
格
を
当
然
に
受
け
る
。

条
件
を
充
た
さ
な
く
な
っ
た
り
、
共
同
生
活
が
決
裂
し
た
場
合
に
、
家
族
の
結
集
は
終
わ
る
。
他
方
、
家
族
の
結
集
が
違
法
な
場
合
、
滞

在
資
格
は
外
国
人
か
ら
剥
奪
さ
れ
る
。

(2) 

社
会
権

外
国
人
は
そ
の
大
多
数
が
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
社
会
権
は
大
き
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
平
等
原
則
の
承
認
に
よ
っ
て

進
化
が
み
ら
れ
た
。
平
等
原
則
は
特
に
憲
法
院
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
。
立
法
者
は
、
「
憲
法
上
の
平
等
原
則
を
無
視
す
る
」
こ
と
な
し
に
、

フ
ラ
ン
ス
に
正
規
に
居
住
す
る
外
国
人
を
、
全
国
連
帯
基
金
の
給
付
の
受
益
か
ら
排
除
で
き
な
い

(
一
九
九

O
年
一
月
一
一
一
一
日
判
決
)
。
こ

の
よ
う
な
考
え
方
は
、
憲
法
院
一
九
九
三
年
八
月
二
二
日
判
決
に
お
い
て
、
「
外
国
人
は
、

フ
ラ
ン
ス
領
土
に
安
定
か
つ
正
規
な
方
式
で
居 九

北法46(6・272)1762
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住
す
る
と
、
社
会
的
保
護
を
受
け
る
権
利
を
享
受
す
る
」
と
し
て
、
よ
り
明
確
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
平
等
は
外
国
人
が
正
規
な
地
位
に
あ
る
場
合
に
し
か
機
能
せ
ず
、
問
題
に
関
す
る
異
な
っ
た
法
文
は
、
不
法
入
国
と
闘
う
た
め

に
今
日
よ
り
明
確
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
一
九
九
三
年
八
月
一
一
一
二
日
法
ま
で
、
外
国
人
は
社
会
保
障
を
享
受
で
き
た
。
今
で
は

外
国
人
が
正
規
な
地
位
に
あ
る
場
合
に
し
か
可
能
で
は
な
い
。
平
等
原
則
を
再
び
問
題
に
す
る
こ
と
な
し
に
、
厳
格
な
要
件
を
外
国
人
に
付

加
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
家
族
給
付
は
、
外
国
人
が
正
規
の
地
位
に
あ
り
、
家
族
が
フ
ラ
ン
ス
に
い
る
場
合
に
し
か
与
え

(
相
互
主
義
の
条
約
が
あ
る
場
合
を
除
く
)
。

ら
れ
な
い

滞
在
の
合
法
性
が
常
に
要
求
さ
れ
、

に
つ
い
て
は
、
滞
在
の
安
定
性
が

さ
ら
に
、
最
低
収
入
保
障
(
円

2
2ロ
ヨ
ロ
自
民
自
主
ロ
児
三
5
ロ)

要
求
さ
れ
、
三
年
以
上
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
て
い
る
外
国
人
の
み
に
与
え
ら
れ
る
。

政
治
的
権
利
の
承
認
は
ず
っ
と
消
極
的
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
そ
の
承
認
は
国
民
の
み
に
関
わ
り
、
国
際
条
約
が
外
国
人
に
拒
否
す
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
権
利
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
前
進
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

フランスにおける外国人

qδ 

政
治
的
性
格
を
有
す
る
一
定
の
権
利
の
行
使
に
お
け
る
外
国
人
に
対
す
る
差
別
は
、
消
減
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
結
社
の
自
由
ま
た
は
出

版
の
自
由
が
そ
う
で
あ
る
。
選
挙
権
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

政
治
的
権
利

a
 

結
社
の
自
由
に
関
す
る
一
九

O
一
年
七
月
一
日
法
は
、

結
社
の
自
由

フ
ラ
ン
ス
人
お
よ
び
外
国
人
に
対
す
る
結
社
の
法
体
制
を
統
一
化
し
た
。
宗
教
的

北法46(6・273)1763
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団
体
を
除
い
て
、
自
由
主
義
的
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
外
国
人
の
結
社
の
解
散
の
可
能
性
を
規
定
し
て
い
る
が
、

一
九
三
九
年
四
月
一
日
の
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
は
、
「
第
五
列
」
(
ス
パ
イ
活
動
組
織
)

の
恐
れ
か

特
別
の
制
度
を
設
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
を
害
そ
う
と
す
る
外
国
人
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
結
社
の
恐
れ
か
ら
、
高
度
の
差
別
を
設
け
た
。
こ
の
デ
ク
レ
・
ロ
ワ

が
外
国
人
結
社
に
広
範
な
定
義
を
与
え
、
い
つ
で
も
撤
回
で
き
る
事
前
許
可
制
に
外
国
人
結
社
を
服
せ
し
め
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
非
政
府
組
織
の
発
展
を
妨
げ
た
こ
の
差
別
的
制
度
は
、

一
九
八
一
年
一

O
月
九
日
法
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
以
後
結
社
の

自
由
は
外
国
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
に
も
同
じ
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

L
D
 

外
国
の
出
版
が
統
治
者
に
不
安
を
与
え
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
亡
命
者
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
て
い
る

外
国
の
出
版

こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
出
版
の
自
由
に
関
す
る
一
八
八
一
年
七
月
二
九
日
法
は
、
不
幸
に
も
長
続
き
し
な
か
っ
た
が
、
す
ば
ら
し
く
自

由
主
義
的
な
法
律
で
あ
り
、
外
国
の
出
版
に
つ
い
て
は
、

そ
の
出
版
物
を
訴
追
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
道
徳
に
反
す

る
出
版
物
の
流
入
を
防
ぐ
こ
と
か
ら
特
別
の
制
度
を
維
持
し
て
い
た
。
政
治
的
考
慮
も
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
に

さ
れ
よ
う
。

一
八
九
五
年
に
分
離
主
義
を
防
止
す
る
た
め
に
、

フ
ラ
ン
ス
で
外
国
語
で
発
行
さ
れ
た
新
聞
を
禁
止
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
制

度
は
理
解
さ
れ
た
。

一
九
三
九
年
五
月
六
日
の
デ
ク
レ
は
こ
の
制
度
を
厳
し
く
し
、
書
物
の
禁
止
を
可
能
に
し
た
。
禁
止
措
置
は
内
務
大
臣

に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
、
制
裁
は
重
く
な
っ
た
。
こ
の
体
制
は
そ
れ
以
来
変
わ
っ
て
い
な
い
。
イ
ス
ラ
ム
の
出
版
物
の
禁
止
が
最
近
見
ら
れ

る
が
、
そ
の
適
用
は
よ
り
稀
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
禁
止
さ
れ
た
出
版
物
の
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
ポ
ル
ノ
出
版
物
で
あ
る
。

出
版
の
自
由
に
対
す
る
危
険
は
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
減
少
さ
れ
て
い
る
。
長
い
間
裁
判
官
は
最
小
限
度
の
審
査

し
か
行
わ
な
か
っ
た
。
評
価
の
明
白
な
過
誤
の
審
査
(
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
七
三
年
一

一
月
二
日
判
決

i
n戸〉∞日・・

N
E
Z
B
σ
『
巾
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同
句
、
吋
一
戸

ωO円
〉
ロ

-Eσ
『

包

ユ

巾

冨

g
U
2
0
)
を
加
え
る
と
、
行
政
裁
判
官
は
措
置
の
合
目
的
性
(
。
古
宮
ユ

E
5
)
を
ほ
ぼ
審
査
し
て
い
る
。

こ
こ
で
ま
た
、
裁
判
官
が
法
律
の
恋
意
の
危
険
を
緩
和
し
て
い
る
。

(c) 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
先
進
的
部
分

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
は
、
す
べ
て
の
外
国
人
で
は
な
く
、
共
同
体
構
成
国
国
民
に
対
し
て
一
定
の
政
治
的
権
利
を
拡
大
す
る
こ
と
を
可
能
に

し
て
い
る
。
公
務
就
任
お
よ
ぴ
市
町
村
選
挙
に
こ
の
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

-
公
務
就
任

長
い
間
、
外
国
人
は
公
務
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。

一
九
四
六
年
の
公
務
員
に
関
す
る
一
般
規
程
、

つ
い
で
、

一
九
五
九
年
二
月
四
日
の

オ
ル
ド
ナ
ン
ス
、

さ
ら
に
、
公
務
員
の
権
利
お
よ
び
義
務
に
関
す
る
一
九
八
三
年
七
月
一
一
一
一
日
法
は
、
「
何
人
も
、

フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
保
持

し
て
い
な
け
れ
ば
、
公
務
員
の
資
格
を
有
し
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
外
国
人
が
公
務
に
就
任
す
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

(ng門『
巾

Z
白円

HOE-a巾
戸
曲
目
州
市
内
宮
市
『
門
町
巾
∞
門
広
口
丘
町
F
S
Z
巾
巾
こ
・
H
山
口
凶
巾
困
問
ロ

2
5ロ
円
∞
ロ

ubコ
巾
ロ
「
)
に

特
に
、
学
術
研
究
・
高
等
教
育
全
国
セ
ン
タ
ー

関
す
る
法
律
の
規
定
と
と
も
に
、
突
破
口
が
開
か
れ
た
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
公
務
は
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
留
保
さ
れ
て
い
な
い
の

フランスにおける外国人

で
、
い
か
な
る
公
法
の
一
般
原
則
も
そ
れ
に
反
し
な
い
と
い
う
条
件
で
、
外
国
人
も
公
務
に
就
任
で
き
る
と
考
え
た

(
一
九
七
五
年
一
月
二

O
日
判
決
|
門
戸
N
C

』
百
三

2
5斗
印
・
巴
巾
三
回
O
ロ
色
巾
凶
『
巾
胃
宮
市

E
E
Z
E
也
市
「
印
。
ロ
ロ
巾
戸
川
言
。
。
ロ
印

2
-
【
円
〉
仏
国
=
ロ

E
z
z
oロ
含
め
開
閉
山
間
吋

E
E
C
-∞'

Z
Eコ
回
円
砂
円
、
O
C
〈
吋
伸
明
)
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
法
、
お
よ
び
特
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
裁
判
所
の
判
例
が
こ
の
動
き
を
加
速
さ
せ
た
。

九
九
一
年
七
月
一
一
一
日
法
は
、

そ
の
権
限
が
主
権
の
行
使
と
分
離
で
き
、
国
お
よ
び
他
の
公
共
団
体
の
公
権
力
の
権
限
の
行
使
に
い
か
な
る

直
接
的
ま
た
は
間
接
的
参
与
も
含
ま
な
い
職
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
構
成
田
国
民
に
公
務
を
開
放
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

公
務
の
開
放
が
将
来
す
べ
て
の
外
国
人
に
及
ぶ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
少
な
く
と
も
相
互
主
義
の
条
件
の
も
と
で
可
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能
な
の
か
。
選
挙
権
に
つ
い
て
こ
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

-
外
国
人
の
投
票

外
国
人
の
投
票
と
い
う
概
念
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。

一
七
九
三
年
の
モ
ン
タ

l
ニ
ュ
憲
法
第
四
条
で
外
国
人
の
投
票

が
規
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
憲
法
は
施
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
社
会
お
よ
び
労
働
に
関
わ
る
選
挙
は
し
だ
い
に
外
国
人
に
関
か
れ
て
い
っ
た
。

一
九
四
六
年
に
、
企
業
委
員
会
お

よ
ぴ
従
業
員
代
表
選
挙
に
対
す
る
選
挙
権
が
外
国
人
に
与
え
ら
れ
た
。

一
九
七
二
年
六
月
二
七
日
法
は
、
企
業
委
員
会
へ
の
選
挙
資
格
を
外

国
人
に
与
え
た
。

一
九
七
五
年
に
、
労
働
組
合
代
表
に
も
与
え
ら
れ
た
。
社
会
的
分
野
で
は
、
差
別
の
な
い
こ
と
が
ほ
ぼ
完
全
で
あ
る
。
政

治
的
選
挙
で
は
そ
う
で
は
な
い
。

外
国
人
の
統
合
を
容
易
に
す
る
こ
と
の
配
慮
を
も
っ
て
、
市
町
村
選
挙
に
関
し
提
案
が
な
さ
れ
た
。
大
き
な
困
難
も
な
く
、

ス
カ
ン
ジ
ナ

ピ
ア
諸
国
、

オ
ラ
ン
ダ
で
の
経
験
が
あ
る
。
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
選
挙
候
補
者
は
、

さ
れ
た

ひ
と
た
び
大
統
領
に
選
挙
(
な
い
し
再
選
挙
)

場
合
に
実
施
す
る
見
込
み
な
し
に
、

一
九
八
一
年
お
よ
び
一
九
八
八
年
に
そ
の
提
案
を
し
た
。

」
こ
で
ま
た
、
推
進
力
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
か
ら
出
さ
れ
た
。

一
九
七
四
年
一
一
一
月
九
日
お
よ
び
一

O
日
の
パ
リ
・
サ
ミ
ッ
ト
で
そ
の
考

え
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
影
響
の
下
で
、
練
ら
れ
、
熟
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
指
令
案
が
一
九
八
八
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

委
員
会
で
作
成
さ
れ
た
が
、
最
終
的
決
定
を
行
っ
た
の
は
マ

1
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
条
約
八

b
条
は
、
「
他
の
構

成
田
に
居
住
す
る
連
合
市
民
は
、
自
己
が
居
住
す
る
構
成
田
の
選
挙
に
お
い
て
、

そ
の
国
の
国
民
と
同
じ
条
件
の
下
に
、
選
挙
権
お
よ
び
被

選
挙
権
を
有
す
る
」
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
選
挙
に
つ
い
て
同
様
の
規
定
を
有
し
て
い
る
。

」
の
選
挙
権
と
被
選
挙
権
の
問
題
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
重
要
な
憲
法
上
の
問
題
を
提
示
し
た
。
憲
法
院
が
大
統
領
の
提
訴
に
よ
り
、

マ
!
ス

ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
憲
法
適
合
性
を
審
査
し
た
一
九
九
二
年
四
月
二
一
日
判
決
に
お
い
て
、
憲
法
院
は
、

と
り
わ
け
「
す
べ
て
の
成
年
フ
ラ
ン
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ス
国
民
は
選
挙
人
で
あ
る
」
と
規
定
し
た
憲
法
第
三
条
お
よ
び
元
老
院
の
選
挙
に
関
す
る
第
二
四
条
に
依
拠
し
て
、

第
八

b
条
が
憲
法
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
。
元
老
院
議
員
は
、
と
り
わ
け
市
町
村
議
員
を
含
む
選
挙
人
団
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。
従
つ

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約

て
、
市
町
村
選
挙
で
外
国
人
に
選
挙
権
を
与
え
る
こ
と
は
、
外
国
人
が
市
町
村
議
員
に
選
出
さ
れ
た
場
合
に
、
外
国
人
を
元
老
院
の
直
接
ま

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
へ
の
外
国
人
参
加
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る

た
は
間
接
の
選
挙
人
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
院
は
、

憲
法
上
の
障
害
も
認
め
て
い
な
い
。

八
八
条
の
三
を
挿
入
し
て
、
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
憲
法
八
八
条
の
三
は
、
市
町
村
選
挙
の
選
挙
権
お
よ
び
被
選
挙

フ
ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
連
合
市
民
に
の
み
与
え
ら
れ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
本
条
は
、
連
合
市
民
が
市
町
村
長
お
よ
び
助
役
の
職
務

を
行
使
す
る
こ
と
、

権
は
、

お
よ
び
元
老
院
議
員
の
選
挙
に
参
加
す
る
こ
と
を
明
文
で
排
除
し
て
い
る
。

一
九
九
六
年
一
月
一
日
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、

}
れ
ら
の
条
文
の
施
行
は
、

フ
ラ
ン
ス
国
民
の
み
が
最
近
の
市
町
村
選
挙
に
参
加
し
て

い
る
。ヨ

l
ロ
γ
パ
連
合
は
、
外
国
人
に
対
す
る
新
し
い
権
利
を
実
験
す
る
工
場
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体

構
成
国
国
民
、

さ
ら
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
領
域
加
盟
国
国
民
の
地
位
の
改
善
が
、

そ
の
他
の
外
国
人
の
権
利
の
後
退
と
相
伴
っ
て
い
る
こ

フランスにおける外国人

と
を
恐
れ
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
、
外
国
人
に
門
戸
を
開
く
と
い
う
印
象
を
与
え
つ
つ
、

そ
の
こ
と
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
城
壁
の
な
か
に
よ
り

以
上
に
避
難
す
る
た
め
に
、
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LESETRANGERSENFRANCE 

Dominique BREILLAT* 

Le droit des etrangers est depuis quelques annees l'enjeu des debats 

politiques. Ses sources relevent du droit interne et notamment du droit 

constitutionnel. Deux revisions recentes (1992 et 1993) ont precise certains 

points (vote des ressortissants communautaires aux elections municipales et 

droit d'asile). Le preambule de la Constitution de 1946 evoque aussi le droit 

d'asile目 Lasource legislative majeure est l'ordonnance du 2 novembre 1945 

souvent modifiee. Le droit international et le droit communautaire ont pris une 

importance croissante， principalement la Convention europeenne des droits de 

I'Homme 

L'entree des etrangers est devenue de plus en plus restreinte pour les non 

communautaires， les ressortissants de I'Union europeenne beneficiant d'u日

regime privilegie. Les autres etrangers doivent remplir certaines conditions 

rigoureuses (possession de passeport， visa， garanties quant aux conditions de 

sejour et de rapatriement). En outre des re凶剖s叫t廿ri比ct悶

dem【口landed'asile ont ete apportees par les conventions de Sch】en】ge印net de Dublin 

La decisiωon du Conseil constitutionnel du 13 ao白t1993 a montre en quoi 

l'application des accords de Schengen et Dublin portait atteinte au droit d'asile 

obligeant a une revision de la Constitution pour permettre sa limitation. 

じobjectifde ces conventions internationales est d'empecher le demandeur de 

s'adresser successivement a plusieurs Etats pour tenter d'obtenir l'asile 

politique. 

Si les droits des etrangers pour entrer en France sont devenus plus 

restreints， en revanche， les droits de ceux residant sur le territoire national se 

sont accrus. Le regime administratif du sejour accorde， la encore， une situation 

*Doyen de la Faculte de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers 
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privilegiee aux ressortissants communautaires. Pour les autres etrangers deux 

situations sont prevues: la carte de sejour temporaire accordee aux visiteurs， 

aux etudiants， a certaines personnes desirant exercer une activite 

professionnelle ou dans le cadre du regroupement familial. La carte de resident， 

valable dix ans， apporte plus de garanties. Le sejour peut prendre fin， soit par 

le refus de delivrer la carte de sejour temporaire ou de resident， soit par la 

reconduite a la frontiere prononcee par le juge ou le prefet， soit par l'expulsion 

prononcee par le Ministre de l'Interieur. Le controle exerce par le j uge 

administratif est venu renforcer la situation des etrangers residant en France. 

Pendant son sejour en France， 1・etrangerbeneficie de certains droits et 

libertes. Il jouit des droits familiaux et notamment du droit au mariage que le 

juge constitutionnel a affirme alors que la loi voulait le restreindre pour lutter 

contre les mariages blancs. Mais la polygamie est interdite， Le principe d'egalite， 

sous reserve d 'une d uree de sejour， marque le benefice des droits sociaux. Les 

droits politiques se sont etendus a la faveur de I'Union europeenne notamment 

pour le vote aux elections municipales et l'acces a la Fonction publique. Mais ils 

ne beneficient qu'aux ressortissants communautaires. L'Union eurupeenne tend a 

devenir une forteresse vis.a-vis des autres etrangers 
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